
【国税・県税】手続きのフロー図

鹿児島市     （税務申告前）         事業者

        ①確認申請

             

         

②確認書発行

③税務申告に

添付

               【市税】手続きのフロー図

鹿児島市     （設置完了前）         事業者

        ①事業計画書・

申請書の提出

             

         

②指定書発行

                        

                        （竣工・設置完了後）

③固定資産税

不均一課税

申請書

設備投資が要件に適合す

ることを確認（各課）

産業振興機械等の取得等

(特別措置の活用を望む事業者等 )

鹿児島市

（各支所税務課へ）

設備投資が計画と適合す

ることを確認（各課）

産業振興機械等の取得等

(特別措置の活用を望む事業者等 )

税務申告

（税務署へ）

(本庁資産税課又は谷山税務課へ)

※

※固定資産税の減免を受けるためには、市の認定後、当該設備に係る固定資産税が新たに課されることとなる
 年度の初日の属する年の1月31日までに、所定の申請書を提出する必要があります。


